
Ｑ 求職者支援訓練を受けられる人

に決まりはあるの？

Ｑ 訓練を受けても、その後就職先が

見つかるかどうか心配・・・

A 【対象となる方】

・ハローワークに求職申込みをされた方

・主に雇用保険を受給出来ない方

・ 労働の意思・能力がある方

・職業訓練などの支援を行う必要があると

ハローワークが認めた方 A ・ ハローワークでは、皆さんが希望する

仕事に就くことができるよう、

訓練中の段階からしっかりと

就職のサポートを行います！

・訓練受講中から訓練終了後、３ヶ月間は、

定期的にハローワークにお越しいただいて

就職に向けた職業相談、さまざまな情報の

提供、お仕事の紹介などを行います。

求職者支援訓練

お気軽にハローワークへ

お問合わせください♪

Ｑ＆Ａ

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/roudoukyoku/info_hellowork.html

